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第７章 廃棄物（一般廃棄物） 

 

１ ごみの排出量―――――――――――――――――――――――――――― 

令和3年度における市内のごみ総排出量は25,543t

で、令和2年度（25,623t）より80ｔ減少しました｡市

民1人1日当たりのごみ排出量は852gで、令和2年度

（851g）より1g増加しています。（図7-1） 

また、事業系の市民１人１日あたりのごみ排出量

は268gで、令和2年度（271g）より3g減少していま

すが、家庭系の市民1人1日あたりのごみ排出量は

584gで、令和2年度（580g）より4g増加しました。

この原因としては、昨年度に引き続き、新型コロナ

ウイルス感染拡大により、家庭内で過ごす時間が増

えたことが増加の要因と考えられます。 

 

図 7-1 ごみ総排出量と市民 1 人 1 日当たりの排出量 

２ ごみ排出量削減に向けた取組み―――――――――――――――――――― 

ごみ排出量の削減に向けて、ごみの分別の徹底や

リデュース・リユース・リサイクルの 3R 運動を推進

していますが、全体の約 75％を占める燃やせるごみ

を減らすため、本市では次の取組みを重点的に推進

しています。 

（１）出前講座の実施 

市民に正しいごみ分別方法や、家庭でできる生ご

み堆肥化を学んでもらい、ごみの減量化、リサイクル

に繋げようと、市では出前講座を実施しています。 

ごみに関する出前講座として、平成 23 年度からご

み分別講座（外国人向けを含む。）を実施しています。 

表 7-2-1 出前講座の実施回数 

年 度 実施回数 

平成29年度 19回 

平成30年度 24回 

令和元年度 21回 

令和2年度 72回 

令和3年度 26回 

 

（２）古紙類のリサイクルの推進 

古紙類の回収については、町内会や子ども会など

地域住民により実施されていますが、回収量を増や

すために、実施回数を増やす呼びかけや、普段燃やせ

るごみとして出されることの多い雑がみを古紙類の

リサイクルに回すために、「雑がみ救出作戦」と銘打

って、その普及啓発に取り組んでいます。 

燃やせるごみには、資源としてリサイクルできる

菓子の空き箱などの紙類がまだあると予想され、ご

み排出量の削減が可能と考えられます。 

近年、市が把握している回収量は減少しています

が、理由として、新型コロナウイルス感染拡大に伴い

地域住民による集団回収が実施できなかったことが

大きな要因と考えられます。 

表7-2-2 古紙回収量経年変化 

年 度 回 収 量 実施回数 

平成29年度 2,063ｔ 639回 

平成30年度 1,980ｔ 626回 

令和元年度 1,873ｔ 639回 

令和2年度 1,241ｔ 563回 

令和3年度 1,196ｔ 531回 
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  図 7-2-3 「雑がみ救出作戦」啓発チラシ 

 

（３）生ごみリサイクルの推進 

生ごみは、燃やせるごみの約4割を占めており、水

分を多く含むため、焼却には多くのエネルギーが必

要です。 

ア）生ごみ処理器設置の推進 

市では、生ごみ減量化と再利用化を促進する

ため、微生物を利用した生ごみ処理器を購入す

る世帯に奨励金を交付するなどしています。 

イ）おいしいえちぜん食べきり運動の推進 

   まだ食べられるのに捨てられている食べ物

「食品ロス」は、日本で年間 522 万トン（令和

2 年度推計値：農林水産省公表）にもなり、これ

を国民一人あたりに換算すると、お茶碗１杯分

くらいの食べ物が毎日捨てられていることにな

ります。 

市では、「おいしい えちぜん 食べきり運動」

として、食べ物に感謝して、おいしい食事を楽し

みながら食べきりましょう！という運動で、以

下のことを推進しています。 

・食材の使い切り 

・適量購入 

・適量注文 

また、年末年始等の忘新年会の多いシーズン

には、宴会五箇条として以下のことを幹事さん

に呼びかけています。 

   １ 適量注文 

   ２ 幹事さんから「おいしく食べきろう」の声

かけ 

   ３ 開始 10～30 分、終了 10 分は、席を立た

ずにしっかり食べる「食べきりタイム」 

   ４ 食べきれない料理は仲間で分け合う。 

   ５ 食べきれなかった料理は、お店の方に確

認して持ち帰る。 

（４）金属類・電気製品リサイクルの推進 

小型家電製品や金属製品には希少な金属（レアメ

タル）など有用な資源が含まれていますが、有用な金

属の有効活用と小型家電等の不適正な処分による環

境汚染防止のため、平成 25 年 6月から回収ボックス

による小型家電回収を、平成 26 年 5 月から月に 1回

（1 月、2月を除く）の金属類・電気製品の拠点回収

を行い、金属資源のリサイクルに取り組んでいます。 

また、これまで地域によっては粗大ごみ排出時に

回収業者とのトラブルが発生していましたが、粗大

ごみに出される金属や電気製品が大幅に減少し、県

外事業者等とのトラブル防止にもつながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2-4 「おいしいえちぜん食べきり運動」啓

発チラシ 
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表7-2-5 回収ボックスによる小型家電回収量 

年 度 小型家電 

H29 1,940 kg 

H30 2,110 kg 

R1 2,310 kg 

R2 2,590 kg 

R3 2,310 kg 

 

表7-2-6 拠点回収による金属類・電気製品回収量 

年 度 金属類 電気製品 実施回数 

H29 44,066 kg 72,440 kg 10回 

H30 47,196 kg 86,950 kg 10回 

R1 56,433 kg 77,910 kg 10回 

R2 56,041 kg 79,970 kg 8回 

R3 43,103 kg 67,780 kg 10回 

３ 廃棄物の適正処理に向けて―――――――――――――――――――――― 

社会経済活動が活性化する中で、廃棄物量の増大

や廃棄物の質の多様化が進み、その処理に伴う生活

環境への影響が大きな社会問題となっています。 

このような状況の中で、自然・生活環境の保全、限

りある資源の有効利用及び廃棄物最終処分場の延命

化を図るためには、廃棄物の発生を抑制するととも

に、リサイクルを推進し、廃棄物を可能な限り資源と

して有効に活用することが必要です。 
 

（１）不法投棄 

不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（廃棄物処理法）により禁じられた行為であり、悪質

なケースについては、警察が捜査を行います。 

廃棄物をみだりに捨てる行為は、重大な犯罪であ

り、産業廃棄物、一般廃棄物に関らず、5年以下の懲

役若しくは1,000万円以下の罰金（又はこの併科）が

科せられます。 

また、法人等の従事者などが、法人等の業務に関し

廃棄物を不法投棄した場合には、法人等に対し3億円

以下の罰金が科せられます。 

不法投棄された廃棄物の処理は、投棄した者が行

います。しかし、投棄者が判明しない場合には、土地

の所有者（管理者）が処理を行うことになりますの

で、不法投棄されないように日常から土地の管理を

行うことも大切です。 

しかしながら、廃棄物処理や不法投棄の問題は、切

実さを増しています。 

本市では、廃棄物の不適正処理、不法投棄等の防

止と廃棄物処理関係事業者の資質の向上を図るた

め、丹南地域廃棄物不法処理防止連絡協議会ととも

に、これらの事犯に対しては、迅速かつ的確な対応

を行い、地域住民とともに廃棄物の適正処理と生活

環境の保全に努めています。 

主な活動としては､以下のものがあります。 

①廃棄物の不適正処理、不法投棄事犯等の情報交換 

②産業廃棄物不法投棄事犯の防止の広報、啓発 

③パトロールの実施および指導 

④監視カメラの設置 

 

 図 7-3 市内に設置している監視カメラ 

 

 

 

 

（２）野外焼却 

野外焼却（いわゆるごみの「野焼き」）は、廃棄物

処理法により禁じられた行為で、以下に掲げる例外
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を除き不法投棄と同様の刑罰規定があります。 

なお、例外で認められている野焼きであっても、苦

情が発生しないように近隣に配慮することが大切で

す。 

【例外として認められている野焼き】 

・法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の

焼却 

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うた

めに必要な廃棄物の焼却 

・災害の予防、応急対策又は復旧のために必要

な廃棄物の焼却・風俗習慣上又は宗教上の行事

を行うために必要な廃棄物の焼却（例えばどん

ど焼き） 

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない

ものとして行われる廃棄物の焼却（例えば米の

もみ殻焼き、焼畑） 

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる

廃棄物の焼却であって軽微なもの 

・法令等で定める構造を有する焼却設備を用いて

適切な方法で行う焼却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


